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議事日程第１６号                               

 

令和７年（２０２５年）招集大阪狭山市議会定例会１２月定例月議会議事日程 

令和７年（２０２５年）１１月２８日午前９時３０分開議 

議会期間（令和７年１１月２８日から同年１２月２３日まで２６日間） 

 

日程第 １   発議第１５号  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２   諮問第 ３ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ３   議案第７８号  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

日程第 ４   議案第７９号  大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例について 

日程第 ５   議案第８０号  第五次大阪狭山市総合計画の中間見直しについて 

日程第 ６   議案第８１号  指定管理者の指定について 

日程第 ７   議案第８２号  指定管理者の指定について 

日程第 ８   議案第８３号  指定管理者の指定について 

日程第 ９   議案第８４号  指定管理者の指定について 

日程第１０  議案第８５号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第７号）について 

日程第１１  議案第８６号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特別会 

               計（事業勘定）補正予算（第３号）について 

日程第１２  議案第８７号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）補正予算（第３号）について 

日程第１３  議案第８８号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計 

               補正予算（第３号）について 

日程第１４  議案第８９号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計 

               補正予算（第１号）について 

日程第１５  請願第 ４ 号  「ガザの完全停戦と人道支援およびパレスチナ国家 

               の承認を求める意見書」の採択を求める請願につい 

               て 
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日程第１６  陳情第 ２ 号  成長期にある子どもたちの健全な育成のための学校 

               給食の改善について 

 

  



3 

発議第１５号 

 

 

会議録署名議員の指名について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８０条の規定

により、下記のとおり会議録署名議員を指名する。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市議会議長 松 井 康 祐  

 

 

記 

 

 

            １２番  北  好 雄 

            １３番  久山 佳世子 
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諮問第 ３ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

      氏 名  村 田 政 教 

 

           昭和３５年〇〇月〇〇日生 
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議案第７８号 

 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 

 

 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

      

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

      住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

      氏 名  平 山 登志雄 

 

           昭和５９年〇〇月〇〇日生 
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議案第７９号 

 

 

大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例について 

 

 

 大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のと

おり提出する。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

大阪狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。） 

第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運 

営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。以下「基準府令」という。）において使   

用する用語の例による。 

（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほ

か、基準府令の規定の例による。 

（暴力団員等の排除） 

第４条 乳児等通園支援事業者は、大阪狭山市暴力団排除条例（平成２５年大阪狭山 

市条例第４号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団 

密接関係者に該当してはならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （大阪狭山市附属機関設置条例の一部改正） 

２ 大阪狭山市附属機関設置条例（平成２５年大阪狭山市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項第１号の表中「家庭的保育事業等」の次に「、乳児等通園支援事業」

を加える。 

 

 

  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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議案第８０号 

 

 

         第五次大阪狭山市総合計画の中間見直しについ 

         て 

 

 

大阪狭山市議会基本条例（平成３０年大阪狭山市条例第２８号）第１０条第１号の

規定により、第五次大阪狭山市総合計画の基本構想及び基本計画の中間見直しを別紙

のとおり行うことについて、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第８１号 

 

 

指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり、大阪狭山市立老人福祉センター、大阪狭山市立心身障害者福祉セン

ター及び母子・父子福祉センター並びに大阪狭山市障害者地域活動支援センターの指

定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

１ 公の施設の名称  大阪狭山市立老人福祉センター 

           大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉セ

ンター 

           大阪狭山市障害者地域活動支援センター 

 

２ 指定する団体  大阪府大阪狭山市今熊一丁目８５番地 

社会福祉法人大阪狭山市社会福祉協議会 

 

３ 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議案第８２号            

 

 

指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり、大阪狭山市立コミュニティセンターの指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、 

議会の議決を求める。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

  

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

１ 公の施設の名称  大阪狭山市立コミュニティセンター 

 

２ 指定する団体  東京都目黒区東山一丁目５番４号 ＫＤＸ中目黒ビル６階 

           アクティオ株式会社 

 

３ 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議案第８３号 

 

 

指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり、大阪狭山市立公民館及び大阪狭山市立社会教育センターの指定管理

者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

１ 公の施設の名称  大阪狭山市立公民館 

           大阪狭山市立社会教育センター 

２ 指定する団体  東京都目黒区東山一丁目５番４号 ＫＤＸ中目黒ビル６階 

           アクティオ株式会社 

３ 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

  



12 

議案第８４号 

 

 

指定管理者の指定について 

 

 

 下記のとおり、大阪狭山市立図書館の指定管理者を指定することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

求める。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

１ 公の施設の名称  大阪狭山市立図書館 

２ 指定する団体  東京都文京区大塚三丁目１番１号  

           株式会社図書館流通センター 

３ 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案第８５号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第７号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第７号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第８６号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特 

         別会計（事業勘定）補正予算（第３号）につい 

         て 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）を別案

のとおり提出する。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第８７号 

 

 

令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会 

計（事業勘定）補正予算（第３号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）を別案のと

おり提出する。 

 

 

    令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第８８号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市池尻財産区特別 

         会計補正予算（第３号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算（第３号）を別案のとおり提出す

る。 

 

 

令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第８９号 

 

 

         令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別 

         会計補正予算（第１号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度（２０２５年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出す

る。 

 

 

令和７年（２０２５年）１１月２８日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 


